
背 景

主な修正項⽬

（１）活⽕⼭法の⼀部改正等の制度改正を踏まえた防災対策の強化
③廃棄物処理法・災対法の改正
【廃棄物処理法】
○ 仮置場の確保等の地⽅公共団体にお
ける災害廃棄物処理計画に定めるべき
事項

○ 災害廃棄物対策に関する広域的な連
携体制の確保及び⺠間連携の促進

【災害対策基本法】
○ ⼤規模災害発災時における災害廃棄
物に関する処理指針の策定

○ 災害廃棄物処理の国による代⾏ 等

（１）活⽕⼭法の⼀部改正等の制度改正を踏まえた防災対策の強化(活⽕⼭法、⽔防法・下⽔道法等、廃棄物処理法等)
（２）最近の災害対応の教訓を踏まえた運⽤の改善等(平成27年関東・東北豪⾬災害における事例を踏まえた修正等)

（２）最近の災害対応の教訓を踏まえた運⽤の改善等
①平成27年関東・東北豪⾬災害における教訓を踏まえた運⽤の改善
○ 地⽅公共団体における業務継続計画の策定に係る重要な要素の明確化（電気･⽔･⾷料等の確保、⾮常時優先業務の整理等）
②その他
○ 原⼦⼒災害対策指針の改正に伴う所要の修正（原⼦⼒災害時の医療体制の整備等） 等

①活⽕⼭法の改正

○ 活⽕⼭対策の総合的な推進に関する
基本指針の作成・⾒直し

○ 警戒地域の指定及び⽕⼭防災協議会
の組織等体制の整備

○ ⽕⼭防災協議会の具体的な検討事項

○ 警戒地域ごとの情報収集、予警報の
伝達⽅法、避難に関する事項など地
域防災計画に定めるべき事項

○ 噴⽕警報等の関係機関や住⺠、登⼭
者等への伝達 等

②⽔防法・下⽔道法等の改正
【⽔防法】
○ 洪⽔・内⽔・⾼潮について、最⼤規模
を想定した浸⽔想定区域の指定、想定
⽔深及び浸⽔継続時間等の公表、通知
【下⽔道法】
○ 浸⽔被害対策区域における⺠間の⾬
⽔貯留施設等の整備と連携
○ ⺠間事業者等との協定締結等による
災害時における下⽔道施設の維持⼜は
修繕
【その他（避難勧告ガイドライン）】
○ ⾼潮災害に対する具体的な避難勧告
等の発令基準及び発令範囲の設定 等
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「地震発災時における地方公共団体の業務継続の手引きとその解説」
の改定について

主な改定内容

対象とする災害を自然災害一般に拡大

東日本大震災の教訓を踏まえた見直し

 近年の災害事例等を踏まえ、地震のみならず
自然災害一般を対象とした手引きに見直し、
記載内容等を充実

代替庁舎を事前に特定することの重要性を
強調
発災時の職員の安全確保、円滑に応援が受
けられるよう体制の整備を図ることの重要性
について記載

実効性のある計画策定のポイント等
を記載

近年の災害教訓を踏まえた見直し

平成27年９月関東・東北豪雨災害等を踏
まえ、非常用発電機の浸水対策などの基
本的な留意事項等を充実
人命救助の観点から重要となる「72時間」の
非常用電源の確保を推奨

「大規模災害発生時における地方
公共団体の業務継続の手引き」

改定（平成28年２月）
東日本大震災の教訓や近年の災害事

例等を踏まえ内容の拡充等を図り、従来
の「手引きとその解説」を改定

東日本大震災の発生（平成23年３月）
一時的に行政機能が喪失する事象が発生し業務継続性の確保が課題

「地震発災時における地方公共団体の業務継続の手引きとその解説」策定
（平成22年４月）

地方公共団体における業務継続体制の確保に係る検討を支援することを目的として、
地震発災時の業務継続に必要な事項及び手法等をとりまとめ

防災基本計画修正（平成23年12月）
地方公共団体は、業務継続計画の策定等により、業務継続性の確保を図るものとす

ると記述

「市町村のための業務継続計画作成ガイド」策定（平成27年５月）
従来の「手引きと解説」の内容が小規模な市町村にとって作業量が多いものとなって

いたと考えられたため、人口が１万人に満たないような小規模市町村であってもあらか
じめ策定していただきたい事項を抽出

防災基本計画修正
（平成28年２月）

地方公共団体における業務継続計画の
策定に係る重要な要素の明確化（電気・
水・食料等の確保、非常時優先業務の整
理等）

改定の経緯

 全庁的な検討体制で策定することの重要性、
行政の被災を前提とした効果的な訓練項目
等の記載を充実

 対策の参考となる事例や文献を大幅に拡充

今回の改定

第１弾

第２弾

有
識
者
に
よ
る
検
討

関東・東北豪雨災害の発生（平成27年９月）等
電力の喪失により災害対応に支障等
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南海トラフ地震防災対策推進地域における地震防災の体系について

○ 南海トラフ地震防災対策推進地域等の指定があった場合、中央防災会議は南海トラフ地震防災対策推進
基本計画を作成するとともに、各防災関係機関は、南海トラフ地震防災に係る各種計画を作成

中央防災会議

指定行政機関 、指定公共機関
推進地域内の都府県防災会議
推進地域内の市町村防災会議

百貨店等不特定多数の者が出入り
する施設等の管理者・運営者等

津波避難対策特別強化地域
内の市町村長

南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
の
指
定

津
波
避
難
対
策
特
別

強
化
地
域
の
指
定

･･･国全体として取り組む災害応急対策の方針

･･･②を踏まえ実施する具体的な施策と政府の実施目標

⑥ 南海トラフ地震防災対策計画の基本となる
べき事項

南海トラフ地震防災対策
推進基本計画

① 南海トラフ地震に係る地震防災対策の円滑か
つ迅速な推進の意義に関する事項

津波避難対策
緊急事業計画

南海トラフ地震防災
対策計画

・
・
・
災
害
応
急
対
策
活
動
の
具
体
的

な
内
容
を
定
め
た
計
画
（
国
）

⑤ 南海トラフ地震防災対策推進計画の基本とな
るべき事項

･･･対象とする地震と対応方向

【計画事項】

② 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に
関する基本的方針
･･･国全体として取り組む防災・減災対策の方針

③ 南海トラフ地震に係る地震防災対策の基本
的な施策

具
体
計
画

南海トラフ地震防災
対策推進計画

④ 南海トラフ地震が発生した場合の災害応急対
策の実施に関する基本的方針

《
国
全
体
の
取
組
》

･･･指定公共機関、指定行政機関等が取り組むべき防災・
減災対策に係る具体的な施策と実施目標の策定を明記

･･･関係施設の管理者・運営者等が取り組むべき具体的な
避難対策を明記

①～④を
踏まえて
計画に記
載すべき
事項

＜作成主体＞

＜作成主体＞

＜作成主体＞

＜作成主体＞

資料－５－１－３

1



南海トラフ地震防災対策推進基本計画について
第１章 南海トラフ地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進の意義に関する事項

○ 予断を持たずに最悪の被害様相を念頭においた上で、予防対策、応急対策を検討し、着実に推進することをもって被害の軽

減を図ることが重要

第２章 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する基本的方針

南海トラフ地震の特徴を踏まえ、国、地方公共団体、地域住民等、様々な主体が連携をとって、計画的かつ速やかに以下１

～９の防災対策を推進

１．各般にわたる甚大な被害への
対応

２．津波からの人命の確保

３．超広域にわたる被害への対応

７．戦略的な取組の強化

８．訓練等を通じた対策手法
の高度化

９．科学的知見の蓄積と活用

南海トラフ地震の特徴

① 極めて広域にわたり、強い揺れと巨大な津波が発生

② 津波の到達時間が極めて短い地域が存在

③ 時間差をおいて複数の巨大地震が発生する可能性

④ ①～③から、その被害は広域かつ甚大

⑤ 想定される最大規模の地震となった場合、被災の範囲は超広域
にわたり、これまで想定されてきた地震とは全く異なる様相の被
害が発生

第４章 南海トラフ地震が発生した場合の災害応急対策の実施に関する基本的方針

第５章 南海トラフ地震防災対策推進計画の基本となるべき事項第５章 南海トラフ地震防災対策推進計画の基本となるべき事項

第６章 南海トラフ地震防災対策計画の基本となるべき事項第６章 南海トラフ地震防災対策計画の基本となるべき事項

第３章 南海トラフ地震に係る地震防災対策の基本的な施策

想定される死者数 約３３万２千人 から 概ね８割以上減少

想定される建築物の全壊棟数 約２５０万棟 から 概ね５割以上減少

１．地震対策
➊建築物の耐震化 ➋火災対策 ➌土砂災害・地盤災害・液状化対策 ➍ライフライン･インフラ施設の耐震化等

２．津波対策
➊津波に強い地域構造の構築 ➋安全で確実な避難の確保

３．総合的な防災体制
➊防災教育・防災訓練の充実 ➋ボランティアとの連携 ➌総合的な防災力の向上 ➍長周期地震動対策

５．被災地内外における混乱の防止
➊基幹交通網の確保 ➋民間企業等の事業継続性の確保 ➌国及び地方公共団体の業務継続性の確保

６．多様な発生態様への対応

７．様々な地域的課題への対応
➊高層ビル、地下街、百貨店、ターミナル駅等の安全確保 ➋ゼロメートル地帯の安全確保 ➌原子力事業所等の安全確保
➍石油コンビナート地帯及び周辺の安全確保 ➎孤立可能性の高い集落への対応
➏沿岸部における地場産業・物流への被害の防止及び軽減 ➐文化財の防災対策

減災目標

（今後10年間）

４．国内外の経済に及ぼす
甚大な影響の回避

５．時間差発生等への対応

６．外力レベルに応じた対策

第２章の「基本的方針」を踏まえて、以下１～７の施策を実施。併せて、各施策に係る具体的な目標及びその達成期間を設定

発災時には、南海トラフ地震の特徴を踏まえ、以下１～１２に留意して災害応急対策を推進

１．迅速な被害情報の把握

２．津波からの緊急避難への対応

３．原子力事業所等への対応

４．救助・救急対策、緊急輸送のため
の交通の確保

５．津波火災対策

６．膨大な傷病者等への医療活動

７．物資の絶対的な不足への対応

８．膨大な避難者等への対応

９．国内外への適切な情報提供

10．施設・設備等の二次災害対策

11．ライフライン・インフラの復旧対策

12．広域応援体制の確立

指定行政機関及び指定公共機関が防災業務計画において、関係都府県・市町村地方防災会議が地

域防災計画において定める「推進計画」に記載すべき事項

３．関係者との連携協力の確保に関する事項

〔資機材、人員等の配備手配、物資の備蓄・調達、帰宅困難者対策等を定める〕

２．津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項

（１）津波からの防護 〔防潮堤、水門等の管理、自動化、補強等の推進を定める〕
（２）円滑な避難の確保 〔地域住民等への情報伝達、避難行動の確保、関係機関のとるべき措置等を

定める〕
（３）迅速な救助 〔消防機関等による救助・救急活動実施体制を定める〕

４．防災訓練に関する事項

〔他機関との共同訓練を行うよう配慮、居住者等の協力・参加等を定める〕

５．地震防災上必要な教育及び広報に関する事項

〔地震・津波の発災時にとるべき行動、備蓄の確保等を含む教育・広報の実施を定める〕

推進地域内の関係施設管理者、事業者等が定める「対策計画」に記載すべき事項

１．対策計画を作成して津波に関する防災対策を講ずべき者
津波により３０ｃｍ以上の浸水が想定される区域において、

・病院、劇場、百貨店等不特定多数の者が出入りする施設を管理・運営する者
・石油等の製造、貯蔵、処理又は取扱いを行う施設を管理・運営する者
・一般旅客運送事業者（鉄道事業者等）
・学校、社会福祉施設を管理・運営する者
・水道、電気、ガス、通信及び放送事業関係者 等

２．津波からの円滑な避難の確保に関する事項
３．防災訓練に関する事項
４．地震防災上必要な教育及び広報に関する事項

６．津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項

国庫負担の嵩上げが適用される津波避難対策緊急事業についての基本となるべき事項として、津波
避難対策の推進に関する基本的な方針及び対策の目標・達成期間を定める

４．災害発生時の対応に係る事前の備え
➊災害対応体制の構築 ➋救助・救急対策 ➌医療対策 ➍消火活動等
➎緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 ➏食料・水、生活必需品等の物資の調達
➐燃料の供給対策 ➑避難者等への対応 ➒帰宅困難者等への対応 ➓ライフライン・インフラの復旧対策
⓫保健衛生・防疫対策 ⓬遺体対策 ⓭災害廃棄物等の処理対策 ⓮災害情報の収集 ⓯災害情報の提供 ⓰社会秩序の
確保・安定 ⓱多様な空間の効果的利用の実現 ⓲広域連携・支援体制の確立

１．地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する事項

建築物・構造物等の耐震化、津波防護施設、津波避難ビル等避難場所、避難経路等整備すべき施設
について定め、併せて具体的な目標及びその達成期間を定める
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「防災４.０」未来構想プロジェクト
○開催趣旨・⽬的
地球温暖化に伴う気候変動に関する科学的知⾒を

踏まえ、今後激甚化が予想される災害の様相を⽰す
とともに、国⺠にとり真に必要かつ効果的な防災対
策を検討するため、プロジェクトを開催（防災担当⼤
⾂決定）
※「防災４.０」とは、わが国の防災対策の⼤きな転換点となった伊勢
湾台⾵（1959＝１.０）、阪神・淡路⼤震災（1995＝２.０）、東⽇
本⼤震災（2011＝３.０）を踏まえ、気候変動がもたらす災害の激
甚化に備えるため、国⺠の⼀⼈⼀⼈が災害のリスクに向き合う契機
となるような新たな防災・減災対策の⽅向性を打ち出したいという
意を込めたもの

○座 ⻑
河野 太郎 内閣府特命担当⼤⾂（防災）

○有識者委員 （平成27年12⽉現在、敬称略、五⼗⾳順）

飯尾 潤 政策研究⼤学院⼤学教授
江守 正多 国⽴環境研究所

気候変動リスク評価研究室⻑
加藤 秀樹 構想⽇本代表
⿊川 清 政策研究⼤学院⼤学客員教授
住 明正 国⽴環境研究所理事⻑
⾼瀬 ⾹絵 科学技術振興機構

低炭素社会戦略センター特任研究員
船橋 洋⼀ ⽇本再建イニシアティブ理事⻑
松井 孝典 千葉⼯業⼤学 惑星探査研究センター所⻑

・会合を踏まえ、提⾔として取りまとめ、公表
・提⾔に基づき、「災害リスクへの備え」について社会全
体の取組を促し、国⺠運動としての展開を図るべく、あ
らゆる機会をとらえて発信

○検討スケジュール等（予定）
・第１回会合 平成27年12⽉24⽇
・第２回会合 平成28年 ２⽉２⽇
・第３回会合 平成28年 ３⽉１⽇
・第４回会合 平成28年 ３⽉16⽇
・第５回会合 平成28年 ４⽉８⽇ ※全６回開催予定

伊勢湾台⾵
（1959）

阪神・淡路⼤震災
（1995）

東⽇本⼤震災
（2011） 第１回会合 住⺠との意⾒交換

資料－５－１－４

1



戦後における災害の教訓を踏まえた防災政策の歩みと「防災４.０」
「防災１.０」

災害対策基本法の制定
・中央防災会議の設置
・防災に関する総合的かつ⻑期的な計画である防災基本計画の作成

１９５９年（昭和３４年）

伊勢湾台⾵

官邸における緊急参集チーム設置など政府の初動体制の整備

⼤規模地震の被害想定・対策の⾒直し、「減災」の考え⽅の
導⼊、想定しうる最⼤規模の洪⽔等への対策（⽔防法改正）

１９９５年（平成７年）
阪神・淡路⼤震災

２０１１年（平成２３年）

東⽇本⼤震災

「防災２.０」

「防災３.０」 最⼤クラスを想定した災害への備え不⼗分

「防災４.０」
地球温暖化に伴う気候変動が
もたらす災害の激甚化

多様な主体が参画するネットワークと
その⾃律的システムの構築による
新たな防災のフェーズ（「防災４.０」）へ

防災に関する統⼀的な制度・体制の不在

建築物の耐震改修促進法の制定（平成7年）
被災者⽣活再建⽀援法の制定（平成10年）

原⼦⼒規制委員会発⾜など原⼦⼒政策の⾒直し（平成24年）
⾃然災害と原⼦⼒災害の複合災害への想定が不⼗分

耐震化が不⼗分な建築物の倒壊等による多数の被害
⽣活再建等を⾏えない被災者が多数存在

わが国の観測史上最⼤の地震、
⼤津波の発⽣による甚⼤かつ
広域的な被害

住宅の倒壊やライフラインの
⼨断、交通システムの⿇痺、
多数の被災者の発⽣など都市
型災害による甚⼤な被害

⼤規模な台⾵による多数の⼈
的・物的被害

政府の危機管理体制の不備、初動対応における課題

第２回会合（平成28年2⽉2⽇)
配付資料
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「防災４.０」とは
「３.０」以降の課題

○最⼤規模を想定した災害にお
ける取組が途上の段階

○国⺠、企業等が災害リスクに
主体的に向き合い、備える
意識の不⾜

⇒国⺠のライフスタイルの変⾰
や、企業の事業継続、経済活動
の確保のための取組を促す必要

「防災４.０」の⽬指す姿

（参考）「インダストリー４.０」（参考）「インダストリー４.０」

○ドイツ政府が推進する製造業の競争⼒強化のための産学連携によるプロジェクト
○製造システムの標準化、企業間のネットワーク化、ビッグデータの活⽤等による⾃律的システムの構築によっ
て、開発・⽣産⼯程、サプライチェーン管理の最適化、効率化を図るもの

○第１次〜第３次産業⾰命に続く意味合いから命名

（経済産業省資料より）

行政

経済界 地域住民 住民

住民

住民住民

企業

企業

企業

企業

多様な主体が参画するネットワークと
⾃律的システムの構築

「防災４.０」未来
構想プロジェクト
による発信
国⺠が主体となる
運動の展開

社会全体の
意識改⾰と
取組へ

災害リスクへの「備え」

国

都道府県市町村

第２回会合（平成28年2⽉2⽇)
配付資料
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○「地震調査研究推進本部」の設置

国としての観測、評価、広報、全体的な
地震調査研究の推進、そのための体制
整備

本部長
・文部科学大臣

構成メンバー
・文部科学省
・内閣官房
・内閣府
・総務省
・経済産業省
・国土交通省

○「地震防災緊急事業五箇年計画」の推進
策定主体：都道府県知事

対象施設：避難地、避難路、消防用施設など２９施設等

国庫補助率の嵩上げ：

嵩上げの適用期間：平成３２年度末まで

地震防災対策特別措置法について
阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、全国どこでも起こりうる地震に対応するため、平成７年に議員立法により制定。本法に

基づき、全都道府県において、「地震防災緊急事業五箇年計画」を策定し、地震防災施設等の整備を推進。

本法に基づく国庫補助率の嵩上げ措置は５年間の時限措置であり、地方の要望を踏まえ、今年３月に議員立法により、４
回目の延長を実施（現行法における嵩上げ措置の期限：平成32年度末）。

地震防災対策施設等の緊急整備 地震に関する調査研究

全国における地震防災対策の強力な推進

・消防用施設、防災行政無線設備、貯水槽・
自家発電設備、備蓄倉庫、救護設備の整備

1/3→1/2

・公立幼稚園、公立小中学校、公立特別支援
学校の改築等

1/3→1/2or
2/3

・社会福祉施設の改築 1/2→2/3

第１次（平成８～12年度）

計画額１８兆５千億円

第４次（平成23～27年度）
計画額１０兆２千億円

五箇年計画：

第２次（平成13～17年度）
計画額１４兆２千億円

第３次（平成18～22年度）
計画額１２兆２千億円

資料－５－１－５
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防災スペシャリスト養成研修 

◆防災スペシャリスト養成研修（有明研修） 

１．研修概要 

   （１）主 催  内閣府（防災） 

   （２）開催地  東京臨海広域防災公園 有明の丘基幹的防災拠点施設 （東京都江東区） 

   （３）実施期間 年２回：９月、２月の約１ヶ月 

   （４）対象者  国・地方公共団体で防災に携わる職員  

２、研修コースと主な講師  （平成２７年度） 

      全 10 コース：各コースとも 2日間（75 分×10 単元）               

① 防災基礎 （防災活動の枠組みや基礎的な知識の習得） 

   「防災基礎」：牛山素行(静岡大学)、丸山喜久(千葉大学)、内閣府 

② 個別対策 （個別別課題の対応に必要な知識、技能の習得） 

「減災対策」：丸谷浩明(東北大学)、国崎信江(危機管理教育研究所) 

        「警報避難」：林春男(防災科学技術研究所)、 

池谷浩(砂防・地すべり技術センター)、内閣府、気象庁 

        「物資物流・広域行政」 ：警察庁、防衛省、消防庁、興村徹（日通総研） 

        「避難収容・被災者支援」：田村圭子(新潟大学)、阿南英明(藤沢市民病院) 

        「復旧復興」：中林一樹(明治大学)、室崎益輝(兵庫県立大学)、環境省、東京都  

   「訓練企画」：黒田洋司(消防科学総合センター)、近藤伸也(宇都宮大学) 

③ 総合管理  （総合調整を行う上で必要な知識、技能の習得） 

「計画立案」：渡辺研司(名古屋工業大学大学院)、本蔵義守(東京工業大学) 

        「広    報」：辻村和人(NHK)、高橋淳夫(読売新聞) 

        「総    合」：近藤伸也(宇都宮大学)、熊丸由布治(日本防災デザイン) 

     

  ◆防災スペシャリスト養成研修（地域別総合防災研修） 

１．研修概要 
    （１）主 催   内閣府（防災） 

   （２）開催地・時期 全国９地域で開催：１０月～１月の２日間 

※四国地域での開催実績 

H26 年度 高松市（10/21～22） H27 年度 徳島市（10/14～15）  

   （３）対象者    国・地方公共団体で防災に携わる職員  

   （４）研修内容  ２日間（75 分×10 単元） (平成２７年度)  

            単 元：「防災行政概要」「災害法体系と防災計画」「地域の災害特性」 

「警報避難の枠組み」「被災者支援」「自助共助の取組」等 

          講 師：内閣府、気象庁等 

  敬称略
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1 2 3 4 5

講座名 危機管理総論 防災行政概要 災害法体系 防災計画
地震・津波災害のメカニズム

と
実態（事例）

講座概要

防災・危機管理の基本的な考え
方を学びます。

防災活動全体の流れと個々の
活動の基礎的な知識を学びま
す。

災害対策基本法・災害救助法な
どの構造や適用範囲、権限の概
要を学びます。

防災計画の法的な位置づけと防
災基本計画の内容を学びます

地震・津波災害の発生メカニズム
と、災害による被害を理解し、地方
公共団体の対応を学びます。

講師名 牛山素行（静岡大） 内閣府 内閣府 内閣府 林能成（関西大）

講座名
風水害のメカニズムと

実態（事例）
火山災害のメカニズムと

実態（事例）
全体討論・閉講

講座概要

風水害の発生メカニズムと、災
害による被害を理解し、地方公
共団体の対応を学びます。

火山災害の発生メカニズムと、
災害による被害を理解し、地方
公共団体の対応を学びます。

防災力アップのため、災害対応の
基本について学んだことを、受講
者が担当する業務にどのように反
映させるのかを考えます。

講師名 牛山素行（静岡大） 石原和弘（火山防災推進機構） 牛山素行（静岡大）

1 2 3 4 5

講座名 減災対策総論 各省庁の減災対策 ボランティア・市民団体 企業防災 減災対策ワークショップ

講座概要

自助・共助・公助による減災や被
害予測など減災対策の基本的
な考え方を学びます。

国の各省庁が行う様々な減災対
策とその最新の動向について学
びます。

災害ボランティアとの連携、企業
や市民団体、個人等の自発的な
防災協力について学びます。

企業が災害時に果たすべき役割
を十分に認識し、企業と行政が
連携した防災活動について学び
ます。

地方公共団体の防災行政におけ
る自助・共助・公助の実践的な推
進の仕方についてワークショップ
形式で学びます。

講師名 丸谷浩明（東北大） 内閣府
松田曜子（レスキューストックヤー

ド）
野口和彦（横浜国立大） 丸谷浩明（東北大）

講座名 行政のBCM
住民啓発・防災教育・

災害教訓の伝承
住民啓発・防災教育

ワークショップ
自主防災活動・
地区防災計画

全体討論・閉講

講座概要

行政におけるBCMの意味と策定
のポイントについて学びます。

地方公共団体が行う防災につい
ての住民啓発、防災教育、災害
教訓の伝承について学びます。

地方公共団体が行う防災につい
ての住民啓発や防災教育の実
践の方法をワークショップ形式で
学びます。

自主防災活動の実態とその促
進策、地区防災計画の意義につ
いて学びます。

防災力アップのため、減災対策に
ついて学んだことを、受講者が自
らの地方公共団体でどのように反
映させるのかを考えます。

講師名 丸谷浩明（東北大） 国崎信江（危機管理教育研究所） 鍵屋一（跡見学園女子大） 加藤孝明（東京大学） 丸谷浩明（東北大）

1 2 3 4 5

講座名 訓練企画の枠組 訓練企画手法 訓練事例

講座概要

災害対応や防災に関する訓練
企画の全体像と訓練手法にはど
んなものがあるかを学びます。

防災訓練の企画手法を学びま
す。

国や地方公共団体が実際に実
施している訓練の事例を学びま
す。

講師名
近藤伸也（宇都宮大）

宇治田和（ランドブレイン）
近藤伸也（宇都宮大）

宇治田和（ランドブレイン）
内閣府

講座名 全体討論・閉講

講座概要

防災力アップのため、訓練企画に
ついて学んだことを、受講者が担
当する業務にどのように反映させ
るのかを考えます。

講師名
黒田洋司(消防科学総合センター)

近藤伸也（宇都宮大）

1 2 3 4 5

講座名 警報避難対策の枠組 避難勧告ガイドライン 警報等の種類と内容 避難場所・避難所の認定
避難場所・避難所の適否判

断　の実務

講座概要

警報避難対策の基本的な考え
方と事前対策を学びます。

避難勧告ガイドラインについて
学びます。

気象庁、国交省、都道府県から
発表される警報等にはどんなも
のがあるかを学びます。

住民等の避難行動の目的となる
避難場所・避難所にはどんなも
のがあるか学びます。

災害ごとに避難場所・避難所の適
否判断をするうえでの行動を演習
形式で学びます。

講師名 林春男（防災科研） 内閣府 気象庁 林春男（防災科研）
林春男（防災科研）、飯沼克英（元新潟県）、
越野修三(岩手大)、井ノ口宗成（静岡大)、

講座名
土砂災害における警報と避

難
広島の土砂災害の事例に学

ぶ
風水害における警報と避難

風水害における
タイムライン計画

全体討論・閉講

講座概要

土砂災害における警報と避難の
実務について学びます。

土砂災害における警報と避難に
ついて広島の土砂災害の事例
から実態を学びます。

風水害における警報と避難の実
務について学びます。

風水害における警報と避難のタ
イムライン計画の作成方法につ
いて学びます。

防災力アップのため、警報避難に
ついて学んだことを、受講者が担
当する業務にどのように反映させ
るのかを考えます。

講師名 池谷浩（砂防・地すべり技術センター）
林春男（防災科研）、越野修三(岩手大)、

井ノ口宗成(静岡大) 林春男（防災科研）
林春男（防災科研）、越野修三(岩手大)、

井ノ口宗成(静岡大)
林春男（防災科研）、越野修三(岩手大)、

井ノ口宗成(静岡大)

1 2 3 4 5

講座名
救援物資調達の

実務と課題
救援物資輸配送の

実務と課題
緊急輸送 交通の確保 物資調達演習

講座概要

被災者への、救援物資の調達か
ら輸送・保管・配布に至る全体像
について学びます。

災害事例等から、救援物資の調
達・提供業務における課題につ
いて学びます。

応急期における警察災害派遣
隊の救助活動の概要と救援物
資の輸配送等で必要となる緊急
輸送路の確保のための交通規
制や緊急車両の手続きなどを学
びます。

救援物資の輸配送等で必要とな
る道路、港湾、鉄道、空港などの
交通確保について学びます。

災害時の救援物資の調達から輸
送・保管・配布に至る一連の活動
における留意点などを演習形式で
学びます。

講師名 笠原治清（コメリ災害対策センター） 興村徹（日通総研） 警察庁 国土交通省 矢野裕之（日通総研）

講座名
広域的な応援体制の

枠組
国による災害応援体制 自衛隊の災害派遣 広域応援・受援ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 全体討論・閉講

講座概要

大規模災害時の広域的な応援
体制の全体像と国民等からの義
捐物資・義援金の受入について
学びます。

緊急消防援助隊を始めとする大
規模広域災害時の国による広域
的な災害応急対策について学び
ます。

災害事例等から、自衛隊の活動
を例に、広域的な応援受援の実
態と課題について学びます。

大規模災害時の広域的な応援
および受援活動の実施における
留意点などを演習形式で学びま
す。

防災力アップのため、災害時の物
資物流と広域的な応援体制につ
いて学んだことを、受講者が担当
する業務にどのように反映させる
のかを考えます。

講師名 長尾聡（新潟県） 消防庁 防衛省
宇田川真之（人と防災未来セン

ター）
宇田川真之（人と防災未来センター）

2月26日

個別対策コース：「物資物流・広域行政」

2月25日

2月5日

2月4日

2月18日

1月29日

訓練企画運営実践Ⅱ 状況付与型図上訓練

訓練手法のうち状況付与型図上訓練の一つである災害対策本部
運営訓練を経験し、災害対応組織を対象とした災害発生直後の初
動対応訓練の企画運営の考え方を学びます。

個別対策コース：「訓練企画」

1月28日

2月19日

個別対策コース：「警報避難」

訓練企画運営実践Ⅰ　討議型図上演習（ｴｽﾉｸﾞﾗﾌｨｰ演習）

訓練手法のうち討議型図上演習の一つであるエスノグラフィー演習
を経験し、個人を対象とした訓練企画の入り口である災害対応の疑
似体験演習の企画運営の考え方を学びます。

元谷豊（サイエンスクラフト）

訓練の運営、評価・改善手法

訓練の運営から訓練結果の評価と既往の計画等にフィードバック
する方法を学びます。

黒田洋司（消防科学総合センター） 近藤伸也（宇都宮大）、宇治田和（ランドブレイン）

個別対策コース：「減災対策」

平成27年度 防災スペシャリスト養成研修(有明研修) 第2期 講座一覧

1月27日

災害対応過程と態度を学ぶ

災害発生前後の地方公共団体の対応について具体的な事例に
沿って学びます。

竹本加良子（サイエンスクラフト）

防災基礎コース：「防災基礎」

1月26日
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1 2 3 4 5

講座名 被災者支援の全体像
災害救助法と生活再建支援

法
避難生活の支援

多様な主体による被災者支
援

避難所のライフサイクル

講座概要

被災者支援の全体像を学びま
す。

災害救助法と生活再建支援法
の位置づけ、被災者支援のため
の災害救助法と生活再建支援を
学びます。

避難生活の支援が果たすべき
機能を学びます。

専門職能における被災者支援を
学びます。

避難所のライフサイクルを学びま
す。

講師名 田村圭子（新潟大） 内閣府
浦野愛(レスキューストックヤード)、

五十嵐由利子(新潟青陵大)
立木茂雄（同志社大） 鍵屋一（跡見学園女子大）

講座名 避難所以外の避難生活 仮設住宅のライフサイクル 医療による被災者支援 被災者支援の個別課題 全体討論・閉講

講座概要

施設避難、在宅避難を学びま
す。

仮設住宅と借り上げ仮設住宅の
ライフサイクル、他の仮住まい形
態を学びます。

医療による被災者支援を学びま
す。

被災者支援の個別課題を学び
ます。

机上にて支援業務を計画します。

講師名 石上和男(新潟医療福祉大)
大水敏弘(大槌町)、

白川信彦(柏崎観光協会)
阿南英明（藤沢市民病院）

山本晋吾(人と防災未来センター)
森永健二(東京都)、小海崇史(新潟県)

田村圭子(新潟大)

1 2 3 4 5

講座名 復旧・復興総論 被災施設・設備の応急復旧 災害廃棄物処理 住まいと生活の再建
経済復興支援と被災者の

雇用支援

講座概要

被災者および被災地の復旧・復
興プロセスの全体像と災害復興
関連法制度の概要について学
びます。

復旧・復興の前提となるライフラ
インや道路機能の応急復旧、及
び社会基盤の復旧復興を行う上
で基本的な知識を学びます。

応急復旧の前提となる災害瓦礫
の撤去とその処理の意義及び進
め方について、事例に基づき学
びます。

被災者個人の生活復興とその
基盤となる被災者の住まいの再
建について、事例に基づき学び
ます。

地域社会の活力と被災者の雇用
の確保につながる経済復興につ
いて基礎的な知識を学びます。

講師名 中林一樹（明治大） 内閣府 環境省 鳥井静夫（東京都） 遠藤勝裕（日本学生支援機構）

講座名
復興基本計画と
復興まちづくり

復旧・復興推進上の課題と
事前の復興対策の意義

全体討論・閉講

講座概要

復旧・復興を本格的に進めるた
めの計画策定手法と復興まちづ
くり事例を基に実務を学びます。

復興施策の推進にあたっての課
題を理解するとともに、事前の復
興対策の取り組みの意義につい
て学びます。

防災力アップのため、復旧復興に
ついて学んだことを、受講者が担
当する業務にどのように反映させ
るのかを考えます。

講師名 室﨑益輝（兵庫県立大） 畑文隆（西宮市） 中林一樹（明治大）

1 2 3 4 5

講座名 総合管理体系
災害対策の検討と
ステークホルダー

作戦立案の理論と手法

講座概要

災害対応における組織マネジメ
ントの重要性を学びます。

災害対策の検討と危機対応に
必要な支援機能と組織間連携の
考え方を学びます。

意思決定を行う上で、目標管理型
災害対応の理論と対応計画立案
手法を学びます。

講師名 山本晋吾（人と防災未来センター） 阪本真由美（東京工業大）
山本晋吾（人と防災未来センター）

新堀賢志（火山防災推進機構）

講座名 全体討論・閉講

講座概要

防災力アップのため、災害対応マ
ネジメントにおける計画立案につ
いて学んだことを、災害対策本部
運営にどのように反映させるのか
を考えます。

講師名 有明人材育成タスクフォース

1 2 3 4 5

講座名 組織マネジメント 災害広報（概論） 情報伝達と情報管理

講座概要

災害対応に必要な「災害対応の
３原則」と「活動の心構え・取組
姿勢」を学びます。

災害時の多様な情報提供方法、
報道機関対応の概要・課題を学
びます。

地方公共団体の災害広報にお
ける「広報内容の検討」の手順と
方法を事例をもとに学びます。

講師名 近藤伸也（宇都宮大） 辻村和人（NHK） 桜井誠一(元神戸市)

講座名 情報対応の実態 マスコミ対応の実態 全体討論・閉講

講座概要

過去の災害事例を基に、災害報
道が社会に及ぼす影響について
学びます。

過去の災害事例をもとに、報道
関係者から災害報道の実態を学
びます。

防災力アップのため、災害対応に
おける広報について学んだこと
を、災害時の広報業務にどのよう
に反映させるのかを考えます。

講師名 村上圭子(NHK放送文化研究所) 木戸崇之（朝日放送） 宇田川真之（人と防災未来センター）

1 2 3 4 5

講座名
組織マネジメント・

事業継続マネジメント
ハザードとリスク・脆弱性 クライシスマネジメント(ICS)

講座概要

組織におけるリスクマネジメント
の重要性と事業継続の手法につ
いて学びます。

災害対応マネジメントの前提条
件となるハザードとリスク脆弱性
について学びます。

災害対応組織における標準的
組織体制や対応手法の理論を
学びます。

講師名 渡辺研司（名古屋工業大大学院） 本蔵義守(東京工業大) 熊丸由布治（日本防災デザイン）

講座名 全体討論・閉講

講座概要

防災力アップのため、災害対応マ
ネジメントについて学んだことを、
受講生が担当する業務にどのよう
に反映させるのかを考えます。

講師名 近藤伸也(宇都宮大)

総合管理コース：「広報」

総合管理コース：「計画立案」

2月16日

2月17日

情報収集・分析演習

情報収集と分析手法について、地理空間情報を活用した災害対
応を演習形式で学びます。

中石正一（武揚堂）

災害対策本部運営訓練 情報分析・実行管理訓練

災害発生後の限られた情報の中で状況を推測し、対応方針を検
討し、計画を立案し、活動を調整しながら、災害対策本部会議にお
いて対策を決定する手法を学びます。

災害発生時の具体的なテーマを設定し、初動～応急期における災
害対応のための情報分析と実行管理の考え方を学びます。

山本晋吾（人と防災未来センター）、新堀賢志（火山防災推進機構） 山本晋吾（人と防災未来センター）、新堀賢志（火山防災推進機構）

3月1日

広報資料作成訓練

仮想地域における直下型地震のシナリオを設定した図上演習を行
いながら、地方公共団体の広報資料（被害報）の作成を中心にした
災害対策本部運営手法について学びます。

高橋淳夫（読売新聞）

2月2日

模擬記者会見

公共団体の長や幹部は、被災者にどう向き合い、どう語るのかを
学びます。

岸本文利（毎日放送）

2月3日

3月2日

総合管理コース：「総合」

災害対策本部空間配置

災害対応マネジメントを行う場所としての災害対策本部のレイアウト
の重要性、また適切なレイアウトの考え方について演習形式で学び
ます。

東田光裕(防災デザイン研究会)、竹本加良子(サイエンスクラフト)

牧紀男(京都大)、元谷豊(サイエンスクラフト)

組織への適用(マニュアル作成手法実習)

災害対応をプロジェクトマネジメントの枠組みで理解し、実効性の
高いマニュアルを作成するための手法及び概念を演習形式で学
びます。

災害対策本部運営訓練

災害発生後の限られた情報の中で状況を推測し、対応方針を決
定し、計画を立案し、活動を調整しながら、実行を管理する手法を
学びます。

近藤伸也（宇都宮大）

個別対策コース：「復旧復興」

2月9日

2月10日

復旧復興計画策定ワークショップ

復興計画策定プロセスの理解と復興施策の推進のための復興本
部体制のあり方について、演習形式で学びます。

中林一樹（明治大）、吉川仁(防災＆都市づくり計画室)

個別対策コース：「避難収容・被災者支援」

2月23日

2月24日
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８月 大規模地震時医療活動訓練

９月 政府本部運営訓練

１１月 緊急災害対策本部事務局運営訓練
緊急災害現地対策本部運営訓練（四国）

１２月 緊急災害現地対策本部運営訓練（近畿）

１月 緊急災害現地対策本部運営訓練（静岡）

日時・場所 平成28年11月17日（木）・高松サンポート合同庁舎

訓練想定

南海トラフ地震

・震源地：和歌山県南方沖

・地震規模：マグニチュード９．１

・最大震度：震度７

訓練内容

現地対策本部運営訓練

緊急災害対策本部事務局、四国４県と以下について連絡調整を実施

・広域応援部隊の進出状況

・広域医療搬送体制

・通行可能な緊急輸送ルートの路線及び区間設定 等

参加機関等

【緊急災害現地対策本部】

内閣官房、内閣府、警察庁、総務省、消防庁、財務省、厚生労働省、

農林水産省、経済産業省、国土交通省、国土地理院、気象庁、

海上保安庁、環境省、防衛省

※他に徳島県、香川県、高知県、愛媛県の連絡要員

【緊急災害対策本部事務局】

中央合同庁舎8号館に実装し、連携して訓練を実施

【各県災害対策本部】

四国４県の各県庁に実装し、連携して訓練を実施

平成28年度 南海トラフ地震に関する政府の訓練予定

平成27年度四国現地対策本部運営訓練

本部長と四国４県知事によるテレビ会議

スケジュール

緊急災害現地対策本部運営訓練（四国）の概要

※四国４県各県の訓練と連携して実施予定

資料－５－１－８




